
 

北広島市における外部労働者等からの公益通報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●通報者 ●通報処理担当者（市） 

処分権限あり 

受理要件の審査 

処分権限なし 

処分権限を有する機関を教示 

調査の必要あり 調査の必要なし 

通報の受理 通報の不受理又は情報提供 

１ メール・電話

等で通報 

７ 調査の実施・通報者へ適宜報告 

８ 是正措置の実施 

 (１) 法令に基づく処置 

 (２) その他適切な措置 

通報対象事実あり 通報対象事実なし 

３ 通報対象事実について担当部署に処分権限の有無を確認 

２ 通報の到達（総務課公益通報担当） 

 

４ 通報の不受理又は情報提供として受理の旨を通知 通報の受理を通知 

６ 調査をしない旨を通知 調査を行う旨・調査開始時期を通知 

９ 調査結果を通知 調査結果・措置結果の通知 

５ 調査の要否を検討 

公益通報窓口(総務部総務課) 

担当課等(権限を有する部署) 


